
1 
 

市役所周辺ルートの変更について 

○東ルート右回り変更案 

   現ルート        変更案       

 

・出発出口を、市役所西門へ変更する。 

 

○東ルート左回り変更案 

    現ルート        変更案       

 

・体育館南東交差点に信号が設置されたことから、出発出口を市役所南門へ

変更する。 
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○西ルート右回り変更案 

    現ルート        変更案       

 

・出発出口を、市役所南門へ変更する。 

 

○西ルート左回り変更案 

    現ルート       変更案       

 

  ・市役所への進入入口を、市役所南門へ変更する。 
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○ まとめ 

 

  今回の変更により、新たに路線として指定する道路箇所はありません。 

 

※路線変更前 

 
 

※路線変更後 

 
 


